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国 土 用 第 26号
令和元年 9月 13日

一般社団法人 日本補償コンサルタン ト協会

会長 坂田 隆史 殿

国土交通省土地・建設産業

補償コンサルタン ト登録規程の一部改正について

このたび、ネ甫償コンサルタン ト登録規程 (昭和 59年 9月 21日建設省告示第 1341号 )

が、令和元年 9月 13日 、国土交通省告示第 539号 により別紙のとお リー部改正され、令和
元年 9月 14日 付けで施行 されたので通知する。

なお、この改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法
律の整備に関する法律 (令和元年法律第37号)等の施行により、成年被後見人等に係る欠格条
項が、心身の故障等の状況を個別に審査する条項 (個別審査規定)に改められること等か ら行
われたものである。

また、貴協会加盟の補償コンサルタン トに対しても周知されたい。
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「補償コンサルタン ト登録規程」の一部改正について (概要 )

.背景

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」 (平成28年法律第29号 )第 11条第 2号に

おいては、成年被後見人及び被保佐人 (以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊

重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人

等の権利に係る制限が設けられている措置について検討を加え、必要な見直 しを行 う

こととされている。

今般、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律」 (令和元年法律第37号 )が令和元年 6月 14日 に公布されたことを

踏まえ、成年被後見人等の権利の制限に係る措置を定めている補償コンサルタン ト登

録規程 (昭 和59年建設省告示第1341号 )を 以下のとおり改正することとする。

2.概要

①個別審査規定への見直し

補償コンサルタント登録規程第 6条第 1項第 1号の「成年被後見人若しくは被保

佐人」を「精神の機能の障害により補償コンサルタント業務を適正に行うに当たっ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの」に改める。

②その他

改元に伴う別記様式の改正を行う。

3.ス ケジュール

告示 :令和元年 9月 13日

施行 :令和元年9月 14日



○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号

補
償

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
登
録
規
程

の

一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
ｔこ‥
定
め
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

国
土
交
通
大
臣
　
赤
羽

　

一
嘉

補
償

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
登
録
規
程

の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

補
償

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
登
録
規
程

（
昭
和
五
十
九
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
四
十

一
号
）

の

一
部
を
次

の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
第

一
項
第

一
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　

精
神

の
機
能

の
障
害

に
よ
り
補
償

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た

つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う

こ
と
が

で
き
な

い
者

又
は
破
産
手
続
開
始

の
決
定
を
受
け

て
復
権
を
得
な

い
者

別
記
様
式
第

１
号
か
ら
別
記
様
式
第

３
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第

５
号
か
ら
別
記
様
式
第

７
号
ま

で
の
別
記
様
式
中

「
『
澪
」
を

「↓
営
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第

８
号
か
ら
別
記
様
式
第

Ｈ
号
ま
で
の
別
記
様
式
中

「
羽
澤
　
　
令
」
を

「↓
智
　
　
＝
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第

１２
号
、
別
記
様
式
第

１３
号
及
び
別
記
様
式
第

１６
号
か
ら
別
記
様
式
第

１８
号
ま

で
の
別
記
様
式
中

「
羽
泌

」
を

「↓
智
」
に
改
め
る
。

附
　
則
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（施
行
期
日
）

１
　

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
九
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

２
　

こ
の
告
示

の
施
行

の
日
前

に
、

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前

の
補
償

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
登
録
規
程

の
規
定

（欠
格
条

項
そ

の
他

の
権
利

の
制
限
に
係
る
措
置
を
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
国
土
交
通
大
臣

の
処
分

の

効
力
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
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補
　
償
　
コ
　
ン
　
サ

ル

タ

ン

ト

登

録

規

程

師
鞠勢
舞
動謎特
一赳

平
成
　
一万
年
　
四
月

一
七
日
　
　
建
設
省
告
示
第

一
〇

一
〇
号

平
成
　
エハ
年
　
二
月

一
一
日
　
　
建
設
省
告
示
第

一
三
六
九
号

平
成

一
二
年
　
一二
月
二

一
日
　
　
建
設
省
告
示
第

一
〇

一
七
号

平
成

一
二
年

一
二
月
二
人
日
　
　
建
設
省
告
示
第
二
五
二
人
号

平
成

一
二
年
　
四
月
二
人
日
国
土
交
通
省
告
示
第
　
四
五
人
号

平
成

一
六
年
　
四
月

一
四
日
国
土
交
通
省
告
示
第
　
四
七
〇
号

平
成

一
人
年
　
一二
月
二

一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
　
四
工
六
号

平
成

一
九
年
　
人
月
二
七
日
国
土
交
通
省
告
示
第

一
一
四

一
号

平
成
二
十
年
　
十
月
　
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第

一
一
七
七
号

平
成
二
六
年
　
四
月
　
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
　
四
六

一
号

平
成
二
人
年
　
一
一月
　
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
　
一
一七
四
号

令
和
　
一九
年
　
九
月

一
三
日
回
土
交
通
省
告
示
第
　
正
三
九
号

（目
的
）

第

一
条
　
こ
の
規
程
は
、
補
償

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、
そ
の
業
務
の
適
正
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
公
共
事
業
の
円
滑
な
遂
行
と
損
失
の
適
正
な
補
償
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（登
録
）

第
二
条
　
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

（公
共
事
業
に
必
要
な
土
地
等
の
取
得
若
し
く
は
使
用
又
は
こ
れ
に
伴
う
損
失
の
補

償
又
は
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
業
務

（以
下

「補
償
業
務
」
と
い
う
。
）
の
受
託
又
は
請
負
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
登
録
部
門
に
係
る
補
償
業
務
を
行
う
者
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
国
土
交
通
省
に
備
え
る
補
償

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
簿

（以
下

「登
録
簿
」
と
い
う
。
）
に
登
録
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

３
　
第

一
項
の
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
後
引
き
続
き
当
該
登
録
部
門
に
係
る
補
償
業
務
を
行
う
者
は
、
登
録
の
更
新

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（登
録
の
要
件
）

第
二
条
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
登
録
部
門
ご
と
に
当
該
登
録
部
門
に
係
る
補
償
業
務
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
専
任
の

者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
置
く
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
合
補
償
部
門
の
登
録
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
門
に
係
る
補
償
業
務
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
専
任
の
者
は
、
イ
に
該
当
す
る
者
で

あ
っ
て
補
償
業
務
に
関
し
五
年
以
上
の
指
導
監
督
的
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
、
又
は
こ
れ
と
同
程
度
の
実
務

の
経
験
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
当
該
登
録
部
門
に
係
る
補
償
業
務
に
関
し
七
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

口
　
国
土
交
通
大
臣
が
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
程
度
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者

一
一　
補
償
業
務
に
関
す
る
契
約
を
履
行
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
又
は
金
銭
的
信
用
を
有
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
者
で
な
い
こ
と
。

〓
一　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
法
人
及
び
そ
の
役
員
が
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
者
及
び
当

該
個
人
の
支
配
人
が
、
補
償
業
務
に
関
す
る
契
約
に
関
し
て
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
明
ら
か

な
者
で
な
い
こ
と
。

（登
録
の
申
請
）

第
四
条
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
申
請
書

（別
記

様
式
第

一
号
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一　
商
号
又
は
名
称

二
　
営
業
所

（本
店
又
は
常
時
補
償
業
務
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
支
店
若
し
く
は
事
務
所
を
い
う
。
）
の
名
称

及
び
所
在
地

〓
一　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
人
番
号

（行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を

改
正



い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
資
本
金
額

（出
資
総
額
を
含
む
。
）
及
び
役
員
の
氏
名
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
そ
の
氏
名
及
び
支
配
人
が
あ
る
と
き
は
そ
の
者
の
氏
名

四
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
登
録
部
門
及
び
章
該
登
録
部
門
に
係
る
補
償
業
務
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
専
任
の
者

で
前
条
第

一
号
イ
又
は
口
に
該
当
す
る
も
の

（総
合
補
償
部
門
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

前
条
第

一
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
者
）
の
氏
名

五
　
他
に
営
業
を
行

つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
営
業
の
種
類

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
提
出
は
、
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
登
録
の
有
効

期
間
の
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
二
十
日
前
ま
で
の
間
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
第

一
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
第
四
号

か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
）
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

補
償
業
務
経
歴
書

（別
記
様
式
第
二
号
）

一
一　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
収
入
金
額

（他
に
事
業
を
行

つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事

業
に
係
る
収
入
金
額
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
書
面

（別
記
様
式
第
二
号
）

〓
一　
使
用
人
数
を
記
載
し
た
書
面

（別
記
様
式
第
四
号
）

四
　
単削
条
第

一
号
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

（別
記
様
式
第
五
号
）

五
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
法
人
及
び
そ
の
役
員
、
個
人
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
そ
の
者
及
び
支
配
人
）
及
び
法
定
代
理
人

（法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
法
人
及
び
そ
の

役
員
）
が
第
六
条
第

一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

（別
記
様
式
第
六

号
）

一ハ
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ

の
者
及
び
そ
の
支
配
人
）
及
び
法
定
代
理
人

（営
業
に
関
し
成
年
者
と
同

一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者

で
あ

つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
の
略
歴
書

（別
記
様
式
第
七

号
）

七
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
直
前

一
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変

動
計
算
書
及
び
注
記
表

（別
記
様
式
第
人
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
）

人
　
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
直
前

一
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

（別
記
様
式
第

十
二
号
及
び
第
十
三
号
）

九
　
商
業
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

十
　
個
人
で
あ
る
場
合

（第
六
号
の
未
成
年
者
で
あ

つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に

お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
登
記
事
項
証
明
書

十

一　

営
業
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面

（別
記
様
式
第
十
四
号
）

十
二
　
補
償

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
組
織
す
る
団
体
に
所
属
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
団
体
の
名
称
及
び
当
該
団

体
に
所
属
し
た
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面

（別
記
様
式
第
十
五
号
）

４
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
関
係
書
類
正
本

一
通
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（登
録
の
実
施
）

第
五
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
を
し
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
遅
滞
な
く
、
前
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
登
録
年
月
日
及

び
登
録
番
号
を
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（登
録
を
し
な
い
場
合
）

第
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
登
録
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

（登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第

一
号
、
第
二
号
又
は
第

五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
）
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
登
録
申
請
書
若
し
く
は
そ
の
添
付
書
類
中
に
重
要

な
事
項
に
つ
い
て
の
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を

し
な
い
も
の
と
す
る
。

一　

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
補
償

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た

つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

一
一　
第
十
二
条
第

一
項
第
四
号
、
第
人
号
、
第
十
号
又
は
第
十

一
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
登
録
を
消
除
さ
れ
、

そ
の
消
除
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

〓
一　

一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
回
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と



が
な
く
な

つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四
　
第
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
停
止
さ
れ
、
そ
の
停
止
の
期
間
が
経
過
し
な
い
者

五
　
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同

一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法
定
代
理
人
が
前
各
号
又
は
次
号

（法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一ハ
　
法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（第
二
号
に
該
当
す
る
者

に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
さ
れ
る
以
前
か
ら
当
該
法
人
の
役
員
で

あ

つ
た
者
を
除
く
。
）
の
あ
る
も
の

七
　
個
人
で
そ
の
支
配
人
の
う
ち
に
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（第
二
号
に
該
当
す
る

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
さ
れ
る
以
前
か
ら
当
該
個
人
の
支
配

人
で
あ
つ
た
者
を
除
く
。
）
の
あ
る
も
の

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
そ
の

旨
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
無
す
る
も
の
と
す
る
。

（現
況
報
告
書
等
の
提
出
）

第
七
条
　
登
録
を
受
け
た
者

（第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
登
録
の
更
新
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
に
、
現
況
報
告
書

（別
記
様
式
第
十
六
号
）
及
び
第
四
条
第
二
項
第
七
号
又
は
第
人

号
の
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（変
更
等
の
届
出
）

第
人
条
　
登
録
を
受
け
た
者
は
、
第
四
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
の
変
更
届
出
書

（別
記
様
式
第
十
七
号
）
及
び
そ
の
変
更
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

第
掴
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
に
掲
げ
　
当
該
変
更
に
係
る
登
記
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明

る
事
項
の
変
更

（商
業
登
記
の
変
更
を
必
要
と
す
る
　
書

場
合
に
限
る
。
）

一
一　
第
四
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
役
　
当
該
役
員
又
は
支
配
人
に
係
る
第
四
条
第
二
項
第
五
号
及

員
又
は
支
配
人
の
新
任
に
係
る
変
更
　
　
　
　
　
　
　
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

〓
一　
第
四
条
第

一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
登
　
当
該
変
更
に
係
る
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

録
部
門
に
係
る
補
償
業
務
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
専

任
の
者
で
第
二
条
第

一
号
イ
又
は
口
に
該
当
す
る
も

の

（総
合
補
償
部
門
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
前
条
第

一
号
た
だ
し
書
に
該
当
す

る
者
）
に
係
る
変
更

２
　
第
二
条

（第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
前
項
の
変
更
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
四
条
第

四
項
の
規
定
は
前
項
の
変
更
届
出
書
又
は
同
項
各
号
の
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
、
第
五
条
第

一
項
及
び
第
六
条
の
規

定
は
前
項
の
変
更
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
登
録
を
受
け
た
者
は
、
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
、
又
は
第
六
条
第

一
項
第

一
号
、

第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を

書
面
で
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（登
録
部
門
の
追
加
）

第
九
条
　
登
録
を
受
け
た
者
が
他
の
登
録
部
門
に
つ
い
て
登
録
の
追
加
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣

に
、
登
録
追
加
申
請
書

（別
記
様
式
第
十
人
号
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
登
録
追
加
申
請
書
に
は
、
当
該
登
録
の
追
加
を
受
け
よ
う
と
す
る
登
録
部
門
に
関
す
る
第
四
条
第
二
項
第

一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
二
条

（第
二
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
第

一
項
の
登
録
の
追
加
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、

第
四
条
第
四
項
の
規
定
は
第

一
項
の
登
録
追
加
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
に

つ
い
て
、
第
五
条
及
び
第
六
条

の
規
定
は
第

一
項
の
登
録
追
加
申
請
書
の
提
出
が
あ

つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（廃
業
等
の
届
出
）

第
十
条
　
登
録
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
者
は
、
三
十
日
以
内
に
国
土
交
通
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一　

死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人



一
一　
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
役
員
で
あ

つ
た
者

〓
一　
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
は
、
そ
の
破
産
管
財
人

四
　
法
人
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
は
、
そ
の
清
算
人

五
　
登
録
を
受
け
た
登
録
部
門
に
係
る
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者

（法
人
に
あ

つ
て
は
、

そ
の
役
口尋

（登
録
の
停
止
等
）

第
十

一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
を
受
け
た
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
不
誠
実
な
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、　
一
年
以

内
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
登
録
の
全
部
又
は

一
部
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
停
止
し
た
場
合
に
は
、
登
録
簿
に
当
該
停
上
の
事
実
及
び
そ
の

理
由
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
停
止
さ
れ
た
者
は
、
停
上
の
期
間
中
は
、
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
表
示
し
て

は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
全
部
又
は

一
部
を
停
止
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

ス

υ

。（登
録
の
消
除
）

第
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
の
登
録
の
全

部
又
は

一
部
を
消
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

一
一　
前
号
の
届
出
が
な
く
て
第
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
判
明
し
た
と
き
。

〓
一　
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
際
、
登
録
の
更
新

の
申
請
が
な
か
つ
た
と
き
。

四
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き

五
　
第
人
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

つ
た
と
き
。

エハ
　
前
号
の
届
出
が
な
く
て
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

七
　
第
五
号
の
届
出
が
な
く
て
第
六
条
第

一
項
第

一
号
、
第
二
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

人
　
登
録
を
受
け
た
者

（法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
法
人
又
は
そ
の
役
員
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
個
人
又
は
そ
の
支
配
人
）
が
そ
の
業
務
に
関
し
不
誠
実
な
行
為
を
し
、
情
状
が
特
に
重
い
と
き
。

九
　
正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
七
条
第

一
項
の
現
況
報
告
書
又
は
第
人
条
第

一
項
の
変
更
届
出
書
の
提
出
を
怠

つ
た

と

き

。

十
　
第
七
条
第

一
項
の
現
況
報
告
書
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

十

一　

単閾
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

２
　
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
全
部
又
は

一
部
を
消
除
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（弁
明
の
聴
取
）

第
十
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
停
止
又
は
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
消

除
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
弁
明
の
聴
取
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
除
事
由
が
、
前
条
第

一
項
第

一
号

か
ら
第
二
号
ま
で
及
び
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ

つ
て
、
そ
れ
ら

の
事
実
が
届
出
そ
の
他
の
客
観
的
な
資
料
に
よ
り
直
接
証
明
さ
れ
た
と
き
は
、
弁
明
の
聴
取
を
行
わ
な
い
も
の
と
す

玄

υ

。

２
　
前
項
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
行
政
手
続
法

（平
成
五
年
法
律
第
人
十
人
号
）
第
二
章
第

二
節
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（登
録
簿
の
閲
覧
等
）

第
十
四
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
簿
並
び
に
第
四
条
第
二
項

（第
四
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
、
第
七
条
第

一

項
、
第
人
条
第

一
項
及
び
第
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
は
、
補
償
業
務
の
発
注
に
関
し
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
第

一

項
の
現
況
報
告
書
の
写
し
を
国
土
交
通
大
臣
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（権
限
の
委
任
）

第
十
五
条
　
こ
の
告
示
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
登
録
を
受
け
た
者

の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

附
　
則

（施
行
期
日
）



こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則

（平
成
元
年
四
月
十
七
日
建
設
省
告
示
第

一
〇

一
〇
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則

（平
成
六
年
五
月
十

一
日
建
設
省
告
示
第

一
三
六
九
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則

（平
成
十
二
年
二
月
二

一
日
建
設
省
告
示
第

一
〇

一
七
号
）

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

第
二
条
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十

一
年
法
律
第
百
四
十
九
募
し

附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
に
関
す
る
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則

（平
成
十
二
年
十
二
月
二
人
日
建
設
省
告
示
第
二
五
二
人
号
）

こ
の
告
示
は
、
内
閣
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十

一
年
法
律
第
人
十
人
号
）
の
施
行
の
日

（平
成
十
三
年

一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則

（平
成
十
五
年
四
月
二
人
口
国
土
交
通
省
告
示
第
四
五
人
号
）

こ
の
告
示
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則

（平
成
十
六
年
四
月

一
四
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
七
〇
号
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
告
示
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
二
月
二

一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書

類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則

（平
成
十
九
年
人
月
二
七
日
国
土
交
通
省
告
示
第

一
一
四

一
号
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
告
示
の
規
定
の
う
ち
別
記
様
式
各
号
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
つ
て
こ
の
告
示
の
施
行
後

最
初
に
到
来
す
る
決
算
期
以
前
の
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
補
償

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
定
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
手

続
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（平
成
二
十
年
十
月

一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
七
十
七
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則

（平
成
二
六
年
四
月

一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
六

一
号
）

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
平
成
二
六
年
二
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

２
　
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
補
償

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
別
記
様
式
第
人
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
は
、
平
成

二
五
年
二
月

一
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
に
関
し
て
作
成
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
に
関
し
て
作
成
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則

（平
成
二
人
年
二
月

一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
二
七
四
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則

（令
和
元
年
九
月

一
三
日
国
土
交
通
省
告
示
第
正
三
九
号
）

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
九
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

２
　
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
補
償

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
の
規
定

（欠
格
条

項
そ
の
他
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
を
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
国
土
交
通
大
臣
の
処
分
の
効

力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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